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国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�7月18日
国　税／�所得税予定納税額第1期分の納付� 7月31日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 7月31日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付� 7月10日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月18日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）� 7月31日

　相続税や贈与税の課税価格計算のための基
礎となる財産の評価方法を定めた行政上の文
書。相続税法では、「財産の価額は取得時の時
価」としていますが、時価を客観的に評価す
ることは難しいことから、納税者間で相続財
産等の評価が異なり不公平にならないよう国
税庁が画一的な評価方法を定めています。

ワンポイント 財産評価基本通達

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY
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就
業
促
進
お
よ
び
雇
用
継
続
を
通

じ
た
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
雇

用
保
険
法
等
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し

た（
施
行
日
は
内
容
に
よ
り
異
な
り
、

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
順

次
実
施
。
本
文
中
の
各
項
目
末
尾
に

表
示
し
ま
す
）。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
失
業
等
給
付

の
拡
充
、育
児
休
業
制
度
の
見
直
し
、

職
業
紹
介
の
機
能
強
化
、
求
人
情
報

等
の
適
正
化
な
ど
が
講
じ
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
の
う
ち
主
な
も
の
を

ご
案
内
し
ま
す
。

一
　
失
業
等
給
付
（
雇
用
保
険
法
）

㈠
　
基
本
手
当
の
拡
充

　
「
基
本
手
当
」
は
、
雇
用
保
険
の

被
保
険
者
が
失
業
し
、
求
職
活
動
を

し
て
い
る
間
に
、
雇
用
保
険
制
度
よ

り
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

在
職
中
の
賃
金
額
に
基
づ
い
て
基

本
手
当
の
一
日
あ
た
り
の
額
が
算
出

さ
れ
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
の

長
さ
や
離
職
理
由
等
に
よ
り
給
付
さ

れ
る
日
数
（「
所
定
給
付
日
数
」
と

い
い
、
九
十
日
か
ら
三
百
六
十
日
の

範
囲
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
）
や
受

給
期
間
の
長
さ
が
決
ま
り
ま
す
。

　

な
お
、
基
本
手
当
は
、
退
職
後
に

所
定
給
付
日
数
分
が
ま
と
め
て
支
給

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
四
週
間
ご
と

に
設
け
ら
れ
た
失
業
認
定
日
に
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
に
行
き
、
直
近
の
期
間
の

う
ち
失
業
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
た

日
数
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

早
期
に
再
就
職
を
し
た
場
合
は
、

所
定
給
付
日
数
の
す
べ
て
を
受
給
し

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
一
定
要

件
を
満
た
す
場
合
は
支
給
残
日
数
に

応
じ
た
「
再
就
職
手
当
」
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

基
本
手
当
は
、
次
の
拡
充
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

①　

平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
は
リ

ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
（
平
成
二
十
年

秋
）
を
契
機
と
し
た
雇
用
情
勢
の

悪
化
を
受
け
、
暫
定
措
置
と
し
て

所
定
給
付
日
数
の
延
長
等
が
講
じ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　

こ
の
措
置
を
終
了
す
る
一
方
で
、

雇
用
情
勢
が
悪
い
地
域
に
居
住
す

る
者
の
所
定
給
付
日
数
を
六
十
日

延
長
す
る
暫
定
措
置
が
五
年
間
実

施
さ
れ
ま
す
。

　
　

ま
た
、
災
害
に
よ
り
離
職
し
た

者
の
所
定
給
付
日
数
を
原
則
六
十

日
（
最
大
百
二
十
日
）
延
長
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。【
平
成

二
十
九
年
四
月
施
行
】

②　

雇
止
め
に
よ
り
離
職
し
た
有
期

雇
用
労
働
者
の
所
定
給
付
日
数
を
、

倒
産
・
解
雇
等
に
よ
り
離
職
し
た

者
と
同
程
度
に
す
る
暫
定
措
置
が

五
年
間
実
施
さ
れ
ま
す
。【
平
成

二
十
九
年
四
月
施
行
】

③　

倒
産
・
解
雇
等
に
よ
り
離
職
し

た
三
十
〜
四
十
五
歳
未
満
の
者
の

所
定
給
付
日
数
が
引
き
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　
　

こ
れ
は
、
基
本
手
当
の
所
定
給

付
日
数
を
受
け
終
わ
る
ま
で
の
間

の
就
職
率
が
低
い
年
齢
層
を
対
象

と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。

　
　

在
職
中
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た

期
間
が
一
年
以
上
五
年
未
満
の
者

の
う
ち
、
三
十
〜
三
十
五
歳
未
満

の
者
は
百
二
十
日
（
従
来
は
九
十

日
）、
三
十
五
歳
以
上
四
十
五
歳

未
満
の
者
は
百
五
十
日
（
従
来
は

九
十
日
）
と
な
り
ま
し
た
。【
平

成
二
十
九
年
四
月
施
行
】

④　

近
年
、
最
低
賃
金
が
引
き
上
げ

ら
れ
た
結
果
、
基
本
手
当
の
一
日

あ
た
り
の
額
を
求
め
る
際
に
用
い

る
「
賃
金
日
額
※
」
の
下
限
が
最

低
賃
金
を
下
回
る
状
況
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
直
近
の

賃
金
分
布
等
を
基
に
し
て
賃
金
日

額
の
上
限
額
・
下
限
額
等
の
引
上

げ
が
行
わ
れ
ま
す
。【
平
成
二
十
九

年
八
月
施
行
】

※
賃
金
日
額
…
離
職
直
前
の
六
か
月

間
の
賃
金
を
百
八
十
で
除
し
た
金

額
。
上
限
額
・
下
限
額
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
算
出
し
た
賃
金
日
額

が
下
限
額
を
下
回
る
と
き
は
、
下

限
額
を
基
に
し
て
基
本
手
当
の
一

日
あ
た
り
の
額
を
求
め
ま
す
。

㈡
　
教
育
訓
練
給
付
の
拡
充

　

在
職
者
の
中
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
を
支
援
す
る
た
め
、
専
門
実

践
教
育
訓
練
給
付
※
に
よ
る
支
援
強

化
が
行
わ
れ
ま
す
。

※　

訓
練
期
間
が
長
く
、
専
門
性
が

高
い
も
の
が
対
象
と
さ
れ
、
業
務

独
占
資
格
（
看
護
師
等
）、
専
門

職
学
位
課
程
（
Ｍ
Ｂ
Ａ
等
）
な
ど

が
該
当
し
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
専
門
実
践
教
育
訓

練
給
付
の
給
付
率
が
次
の
よ
う
に
拡

充
さ
れ
ま
す
。

・　

訓
練
に
要
し
た
費
用
（
入
学
料

＋
受
講
料
）
の
五
〇
％
（
従
来
は

四
〇
％
）
を
支
給

雇
用
保
険
法
等
の
改
正

雇
用
保
険
法
等
の
改
正
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・　

専
門
実
践
教
育
訓
練
の
修
了
後

一
年
以
内
に
、
目
標
と
し
て
設
定

し
た
資
格
を
取
得
等
し
、
雇
用
保

険
の
被
保
険
者
と
な
る
就
職
を
し

た
場
合
は
、
さ
ら
に
二
〇
％
（
変

更
な
し
）
を
支
給

　

そ
の
結
果
、
合
計
す
る
と
訓
練
に

要
し
た
費
用
の
七
〇
％
（
従
来
は
六

〇
％
）
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
年
間
あ
た

り
の
上
限
額
は
五
十
六
万
円
（
従
来

は
四
十
八
万
円
）に
拡
充
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
暫

定
措
置
と
し
て
、
四
十
五
歳
未
満
の

離
職
者
に
対
し
て
は
、
受
講
期
間
中

に
基
本
手
当
の
五
〇
％
相
当
額
を
教

育
訓
練
支
援
給
付
金
と
し
て
支
給
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
措
置
は
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
延

長
さ
れ
、
か
つ
、
支
給
率
は
基
本
手

当
の
八
〇
％
相
当
額
へ
と
拡
充
さ
れ

ま
す
。【
平
成
三
十
年
一
月
施
行
】

㈢
　
移
転
費

　

Ｕ
タ
ー
ン
就
職
等
を
希
望
す
る
者

を
支
援
し
、
広
域
的
な
職
業
紹
介
等

を
促
進
す
る
た
め
移
転
費
の
支
給
対

象
が
追
加
さ
れ
ま
す
。
従
来
は
、「
公

共
職
業
安
定
所
」
が
紹
介
し
た
職
業

に
就
職
す
る
等
の
た
め
、
住
所
又
は

居
所
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
、

交
通
費
、
移
転
費
等
を
支
給
し
て
い

ま
し
た
。

　

今
後
は
、「
職
業
紹
介
事
業
者
（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の
連
携
に
適
さ
な
い

も
の
は
除
く
）」
等
の
紹
介
に
よ
り

就
職
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
移
転
費

の
支
給
対
象
と
さ
れ
ま
す
。【
平
成

三
十
年
一
月
施
行
】

二
　
育
児
休
業
制
度
（
育
児
・
介
護

休
業
法
、
雇
用
保
険
法
）

　

育
児
休
業
期
間
は
、
原
則
と
し
て

子
が
一
歳
に
達
す
る
ま
で
と
さ
れ
、

保
育
所
に
入
れ
な
い
等
の
場
合
に
、

例
外
的
に
子
が
一
歳
六
か
月
に
達
す

る
ま
で
延
長
で
き
ま
す
（
現
行
）。

　

認
可
保
育
所
に
入
れ
な
い
等
の
理

由
で
や
む
な
く
離
職
す
る
な
ど
、
雇

用
継
続
に
支
障
が
出
る
事
態
を
防
ぐ

た
め
、
一
歳
六
か
月
に
達
し
た
時
点

で
認
可
保
育
所
に
入
れ
な
い
等
の
場

合
は
、
再
度
の
申
請
に
よ
り
、
子
が

「
二
歳
」
に
達
す
る
ま
で
育
児
休
業
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
（
育

児
・
介
護
休
業
法
）。

　

こ
れ
に
伴
い
、
雇
用
保
険
制
度
か

ら
支
給
さ
れ
る
育
児
休
業
給
付
に
つ

い
て
も
支
給
期
間
が
延
長
さ
れ
、
子

が
二
歳
に
達
す
る
ま
で
支
給
さ
れ
ま

す
。【
平
成
二
十
九
年
十
月
施
行
】

三
　
職
業
紹
介
等
（
職
業
安
定
法
）

　

職
業
紹
介
の
機
能
強
化
お
よ
び
求

人
情
報
等
の
適
正
化
が
行
わ
れ
ま
す
。

①　

求
人
の
不
受
理

　
　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
職
業
紹
介
事

業
者
等
の
全
て
の
求
人
を
対
象
※

に
、
一
定
の
労
働
関
係
法
令
違
反

を
繰
り
返
す
求
人
者
等
の
求
人
を

受
理
し
な
い
こ
と
が
可
能
と
さ
れ

ま
す
。【
法
の
公
布
日
（
平
成
二

十
九
年
三
月
末
）
か
ら
三
年
以
内

に
施
行
】

※　

現
行
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け

る
新
卒
者
向
け
求
人
の
み
が
不
受

理
の
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②　

紹
介
実
績
等
の
情
報
提
供

　
　

職
業
紹
介
事
業
者
に
、
就
職
者

の
数
、
就
職
者
の
う
ち
早
期
に
離

職
し
た
者
の
数
、
手
数
料
に
関
す

る
事
項
（
手
数
料
表
、
返
戻
金
制

度
等
）
な
ど
の
情
報
提
供
（
厚
生

労
働
省
の
「
人
材
サ
ー
ビ
ス
総
合

サ
イ
ト
」
に
掲
載
す
る
こ
と
等
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
）
が
義
務
付

け
ら
れ
ま
す
。【
平
成
三
十
年
一

月
施
行
】

③　

虚
偽
求
人
へ
の
対
応

　
　

求
人
者
が
虚
偽
の
求
人
申
込
み

を
行
っ
た
場
合
に
罰
則
（
六
月
以

下
の
懲
役
ま
た
は
三
十
万
円
以
下

の
罰
金
）
の
対
象
と
す
る
こ
と
、

ま
た
、
勧
告
（
従
わ
な
い
場
合
は

社
名
等
の
公
表
）
な
ど
指
導
監
督

の
規
定
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
す
。

【
平
成
三
十
年
一
月
施
行
】

④　

労
働
契
約
締
結
前
の
労
働
条
件

明
示

　
　

求
人
者
が
職
業
紹
介
・
募
集
広

告
で
示
し
た
も
の
と
異
な
る
内
容

で
労
働
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
労
働
契
約
を
締
結
す

る
前
に
新
た
な
労
働
条
件
を
明
示

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

【
平
成
三
十
年
一
月
施
行
】

　

今
回
は
、
被
保
険
者
や
退
職
者
が

受
け
る
給
付
、
企
業
に
実
施
が
義
務

付
け
ら
れ
る
事
項
を
重
点
的
に
取
り

上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
他
に
雇
用
保

険
率
の
引
下
げ
、
求
人
情
報
サ
イ
ト

や
求
人
情
報
誌
等
に
対
す
る
募
集
情

報
の
適
正
化
等
に
向
け
て
の
措
置（
努

力
義
務
規
定
）、
育
児
・
介
護
休
業

制
度
等
を
労
働
者
に
周
知
す
る
こ
と

（
努
力
義
務
規
定
）
な
ど
、
各
種
の
改

正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、
厚
生
労
働
省
や
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
等
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
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　キャリアアップ助成金は、有期契約労働
者、短時間労働者、派遣労働者といった、
いわゆる非正規雇用の労働者（以下「有期契
約労働者等」という）の企業内でのキャリ
アアップ等を促進するため、各種取組を実
施した事業主に対して助成されるものです。
　平成29年４月に制度が再編され、内容
拡充やコース新設が行われました。
　拡充されたものの一例を以下に掲げます。
　有期契約労働者等を正規雇用労働者に転
換した場合、中小企業では１人あたり57万
円（従来40万円）が助成されます。（生産
性向上が認められる場合は72万円）。
　また、人材育成コース（有期契約労働者
等に職業訓練を実施）においては、１年度
１事業所あたりの支給限度額が、1,000万
円（従来500万円）になりました。
　新設されたコースには次のものがありま
す。

①　諸手当制度共通化コース
　　有期契約労働者等に関して正規雇用労
働者と共通の諸手当制度を新たに設け、
適用した場合に助成するもので、中小企
業では１事業所あたり38万円（生産性
向上が認められる場合は48万円）が助
成されます。
②　選択的適用拡大導入時処遇改善コース
　　平成29年４月以降は500人以下の企
業も労使合意に基づき短時間労働者を社
会保険の被保険者とすることが認められ
ることとなりました。
　　有期契約労働者等を新たに被保険者と
し、基本給を増額した場合は、基本給の
増額割合に応じた助成（中小企業では１
人あたり１万９千円から９万５千円、生
産性の向上が認められる場合は２万４千
円から12万円。）が行われます。このコ
ースは平成32年3月末までの暫定措置
です。
　当助成金の問い合わせ窓口は、都道府県
労働局またはハローワークです。

キャリアアップ助成金の改正

　常時50人以上の労働者を使用する事業
場では、産業医を選任することが義務づけ
られています。
　平成29年６月より産業医の職務等に関
し、次の制度改正が行われています。
①　事業者から産業医に対し、毎月１回以
上所定の情報（衛生管理者が毎週行う事
業場の巡視結果等）が提供されている場
合であって、事業者の同意がある場合は、
産業医の定期巡視を「２か月（従来は１
か月）」に１回とすることができる。
②　事業者は、健康診断結果に基づく医師
等からの意見聴取の際に必要な情報（労
働者の業務に関する情報）を求められた
場合は、その情報を提供しなければなら
ない。
③　長時間労働者（１週間当たり40時間
を超える労働が１月当たり100時間を
超えた者）の氏名、超過時間の情報を産
業医に提供しなければならない。

産業医制度の改正
（労働安全衛生法）　
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